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【特別会計予算の概要】 

会  計  名 平成２０年度予算額 平成１９年度予算額 増減 

国民健康保険事業 ９，４０４，１５３千円 ９，４０４，６５０千円 ０．０％

事業勘定 ９，２４１，５８１千円 ９，２２３，７３９千円 ０．２％

診療所費 １６２，５７２千円 １８０，９１１千円 △１０．１％

簡 易 水 道 事 業 ８５３，７０４千円 １，０６８，８８３千円 △２０．１％

住宅新築資金等貸付 ９３，６０４千円 ９８，５５５千円 △５．０％ 
駐 車 場 事 業 ５９，５０２千円 ５７，４４６千円 ３．６％ 
老 人 保 健 ９２０，３７５千円 ９，４０８，６９４千円 △９０．２％ 
介 護 保 険 事 業 ６，９７３，７２４千円 ６，７３１，８２１千円 ３．６％ 
農業集落排水事業 ２，２５１，４４９千円 １，３８９，７８６千円 ６２．０％ 
公 共 下 水 道 事 業 １，６８７，５９６千円 ２，５５６，４５３千円 △３４．０％ 
浄 化 槽 事 業 ６２，５９４千円 １１３，３７１千円 △４４．８％ 
サ ー ビ ス エ リ ア ２１，４９０千円 １５，１００千円 ４２．３％ 
市街地再開発事業 ６０４，９４６千円 ４９０，０００千円 ２３．５％ 
後 期 高 齢 者 医 療 ９７０，０５７千円 － 皆増 

合  計 ２３，９０３，１９４千円 ３１，３３４，７５９千円 △２３．７％ 
 

＜国民健康保険事業＞ 

国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険

給付を行っています。国民健康保険税や国庫支出金等により運営しています。 

また、医療機関の不十分な地域住民の健康保持のため阿波・山田・霧生診療所を設置

しています。 

 

＜簡易水道事業＞ 

水道法に基づき、給水人口が１００人以上５，０００人以下の区域において安定した

水の供給を行う事業です。上野地区の一部と島ヶ原・大山田・青山地区において管路の

敷設や浄水施設の管理を行っています。また、上野地区においては、既設の簡易水道を

統合し上水道に接続する、統合簡易水道事業も行っています。 

本年度は、阿波（大山田）地区の整備事業の終了に伴い２０．１％の減となっていま

す。 

 

＜住宅新築資金等貸付＞ 

同和地区の環境整備改善を図るため、同地区住民の住宅の新築等に必要な資金の貸付

事業を行っていましたが、現在では貸付は終了し、返済業務と資金貸付の原資として市

が借り入れた市債の償還を行っています。 

 

＜駐車場事業＞ 

市が設置した８箇所の有料駐車場の円滑な運営と管理を行っています。 
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＜老人保健＞ 

老人保健法に基づき、老人医療受給者の疾病又は負傷に対して必要な医療給付を行って

います。支払基金交付金及び国庫支出金により運営しています。 

今年度から後期高齢者医療への移行により９０．２％の減となっています。 

 

＜介護保険事業＞ 

介護保険法に基づき、要介護認定を受けた方に対して、さまざまな介護サービスに関す

る給付を行っています。また１８年度より地域包括支援センターを設け、介護予防に関す

る事業も行っています。主に介護保険料と国庫負担金により運営しています。 

 

＜農業集落排水事業＞ 

農業用用排水及び公共用水域の水質保全、農業集落の生活環境改善を図るため、し尿及

び生活雑排水の処理にかかる集落排水施設の整備及び維持管理を行っています。 

本年度より、新たに花垣地区と依那古地区の処理場建設に着手するため、６２．０％の

増となっています。 

 

＜公共下水道事業＞ 

地域の公共用水域の水質保全を図るため、下水道の整備や終末処理場の維持管理を行っ

ています。主に市街地の下水を排除・処理する「公共下水道」と、市街地以外の下水を排

除・処理する「特定環境保全公共下水道」があります。 

本年度は、河合地区と希望ヶ丘地区の処理施設建設費の事業費が減額となったため、３

４．０％の減となっています。 

 

＜浄化槽事業＞ 

公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図るため、青山地区の事業対象処理区域にお

いて、設置希望者からの申請により市が合併処理浄化槽を設置し維持管理を行っています。 

設置希望者からの工事分担金と国庫支出金及び市債により浄化槽を設置し、毎月の浄化

槽使用料により維持管理を行っています。 

合併処理浄化槽の新設数が減る見込みであるため、４４．８％の減となっています。 

 

＜サービスエリア＞ 

名阪国道を利用する人々の利便性の向上と、地域の特産物等を含む商工観光を広く啓発

するため、名阪国道下り線に設置された伊賀サービスエリアの管理・運営を行っています。 

サービスエリア内の食堂及び売店等の営業を委託した民間事業者より売上げの一定比率

を納入願い、市はその収入をサービスエリアの維持管理費に充てています。 

 

＜市街地再開発事業＞ 

平成１９年度から新たに設置された特別会計です。都市再開発法に基づき市が施行する

市街地再開発事業の会計処理を行います。国庫支出金と一般会計からの繰入金、市債によ
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り事業を実施していきます。 

事業の本格的な始動に伴い、２３．５％の増となっています。 

 

＜後期高齢者医療＞ 

 本年度から、法改正により老人保健特別会計から分離して７５歳以上の後期高齢医療受

給者の疾病又は負傷に対して必要な医療給付などを実施するための特別会計です。 

 受給対象者からの保険料の徴収などを行い、三重県後期高齢者医療広域連合に対し納付

金を支払い、医療給付などの事務を県下で一元化して運営します。 
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【企業会計予算の概要】 

会  計  名 平成２０年度予算額 平成１９年度予算額 増減 

病院事業 ４，０８６，０３８千円 ４，１６２，８６６千円 △１．８％

収益的支出 ３，６５０，１８７千円 ３，６９０，４４５千円 △１．１％

資本的支出 ４３５，８５１千円 ４７２，４２１千円 △７．７％

水道事業 ５，５９０，７８５千円 ３，３８４，２９１千円 ６５．２％

収益的支出 ２，０２０，３８４千円 １，９１５，２３２千円 ５．５％

資本的支出 ３，５７０，４０１千円 １，４６９，０５９千円 １４３．０％

合  計 ９，６７６，８２３千円 ７，５４７，１５７千円 ２８．２％ 
 

＜病院事業＞ 

伊賀市立上野総合市民病院を開設し、伊賀市の総合病院として市民の健康保持に必要な

医療を提供しています。 

収益的支出の主な内容は、医師、看護師などの給与費と医療にかかる材料費があります。 

資本的支出の主な内容は、医療器械の購入費と企業債の償還金があります。 

 

＜水道事業＞ 

安全でおいしい水の安定供給を行うため、浄水施設の維持管理及び整備、老朽水道管の

更新、上水道未普及地域への拡張事業を行っています。 

対象地区は上野地区（簡易水道区域以外）、伊賀・阿山地区で、それぞれに事業所を設置

し業務を行っています。 

収益的支出の主な内容は、浄水や給水にかかる人件費や維持管理経費、企業債の支払利

息などがあります。 

資本的支出の主な内容は、配水管更新事業や浄水施設整備、水道拡張等の建設改良費と

企業債の元金償還金があります。 

本年度は、公的資金の繰上償還を行うため、１４３．０％の増となっています。 

 

【企業会計について】 

地方公共団体が経営する水道（簡易水道を除く）、病院、鉄道、電気、ガス等の事業は、地方公

営企業法に基づき、経理の方法を企業会計により処理しています。よって、一般会計やその他の特

別会計とは異なり、当該年度の営業に関する収支（水道料金、診療報酬、人件費、物件費、材料費

等）を「収益的収支」、投資的な収支（企業債、出資金、建設費、企業債償還金等）を「資本的収

支」として、２本建ての予算が組まれています。 

また、損益計算書や貸借対照表等の財務諸表の作成が義務づけられています。 
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【財産区特別会計予算の概要】 

会  計  名 平成２０年度予算額 平成１９年度予算額 増減 

島 ヶ 原 財 産 区 ２９，８８２千円 ２９，７０２千円 ０．６％

大 山 田 財 産 区 １０，３７８千円 ５，７４０千円 ８０．８％ 
合  計 ４０，２６０千円 ３５，４４２千円 １３．６％ 

 

＜島ヶ原財産区＞ 

島ヶ原財産区は、旧島ヶ原村が過去の災害を教訓として保全してきた山林等の管理造成

のために設置されています。主にゴルフ場への土地貸付収入により運営しています。 

財産区が所有する山林等は合計で約４１０ｈａあり、保安林２１６ｈａ、山林９１ｈａ、

雑種地など１０３ｈａで構成されています。 

 

＜大山田財産区＞ 

大山田財産区は、旧大山田村の住民を中心に保全、継承してきた「千歳の森」の管理造

成を行うため設置されています。主に土地貸付収入と旧緑資源機構からの水源林造成事業

の受託事業収入により運営します。 

財産区が所有する山林等は合計で約１９８ｈａあり、保安林１２１ｈａ、山林５３ｈａ、

原野２４ｈａで構成されています。 

 

 

 

【財産区について】 

財産区は地方自治法により法人格が認められた「特別地方公共団体」です。財産区の権限は、財

産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に限られ、市のように広範囲で事務を処理することはでき

ないとされています。また、市町村等は財産区の経費について会計を仕訳けする必要があります。 

島ヶ原及び大山田財産区においては財産区の執行機関は市であり、議決機関は市議会ですが、財

産の管理又は処分に関する事項については、条例に基づき設置された「管理会」の同意を得なけれ

ばならないものがあります。 

 


